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安全確保のため、定期的な枝切り・伐採をお願いします。
・歩行者や車両と接触の恐れがある
・枯れ枝の落下や倒木の危険がある
注意事項
・電線や電話線がある場所での作業は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者に相談してください。
・作業の安全確保、通行車両・歩行者・自転車等への安全確保に十分配慮してください。

道路に張り出した樹木は危険です！
～事故が起きた場合は、所有者の責任に問われることも～！

【問】道路維持課（玉造庁舎）　☎ 0299-55-0111


